


2025 年 10月 
さようなら原発 1000 万人アクション実行委員会 

福島原発事故 15周年３月７日の脱原発全国集会について 

日ごろよりの貴団体のおとりくみに心より敬意を表します。 
私たち「さようなら原発 1000 万人アクション実行委員会」は、2011 年 3月 11 日に起こった東日本

大震災と東京電力福島第一原発事故以降、原発に頼らない社会を作ることをめざし、毎年 9月と 3月を
中心に「脱原発」を訴える集会とデモ行進（パレード）を実施してきました。 
事故発生後の集会や行動には何万人もの参加者があり、全国各地で「原発はいらない」「原発をなく

そう」とする声が沸き上がり、脱原発の運動は大きく盛り上がりました。早いもので、2026 年の 3月
には、事故発生から 15年を迎えます。 
事故による緊急事態宣言はいまだ解除されていません。その中で、日本政府は、「依存度を低減す

る」としてきた原発を「積極活用」へと明確に舵を切りました。事故によっていまだ避難生活を強いら
れている福島県民が 2万人以上もおり、原発関連死も 2300 人以上も出ているにもかかわらず、なぜま
た原発推進に舵を切るのでしょう。まるで原発事故は収束したと言わんがばかりの日本政府の方針転換
は、避難者を切り捨て、事故はなかったかのようなふるまいです。 
決して原発事故はなかったことにはなりません。風化もさせるわけにはいきません。むしろ 15年を

迎えようとする今日においてなお、問題は「汚染土」や「汚染水」、「燃料デブリの取り出し」等、複雑
化し、廃炉への見通しを持つことがいかに困難であるかを明らかにしています。 
私たちは 15年を迎える来年 3月を一つの契機と捉え、もう一度「フクシマを忘れない」、「脱原発」

の声を大きくしていきたいと考えています。つきましては以下の通り、集会実行委員会を結成し、より
多くの参加が得られる集会をめざしていきます。趣旨をご理解いただき、実行委員会に参加いただける
場合は下記事務局までご連絡ください。よろしくお願いします。 

記 
集会日時：2026 年 3月 7日（土） 
会場  ：東京都 代々木公園 
集会趣旨：〇原発に頼らない社会を構築し、「脱原発」を実現しよう 

〇日本政府の原発推進政策に反対し、再生可能エネルギーの促進をはかろう 
〇東京電力・福島第一原発の事故はいまだ続いており、地震大国に原発はいらない 
〇私たちの要求はすべて非暴力によって実現をめざします 
〇フクシマを忘れない 

（暴力的な運動・解決を是とする団体の参加はお断りします） 
以上 

実行委員会呼びかけ団体 さようなら原発 1000 万人アクション実行委員会 
事務局：原水爆禁止日本国民会議（原水禁） 

千代田区神田駿河台 3-2-11 連合会館内 
TEL 03-5289-8222 mail：o ce@peace-forum.top 

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



1

原発をなくす運動全国交流集会「福島からの報告」（2025.11.8）

原発事故から15年
福島が抱えるいくつかの課題について

ふくしま復興共同センター
代表委員 野木茂雄

報告の流れ

１．事故を起こした福島第一原発の廃炉作業の現状
２．2年が経過したＡＬＰＳ処理水海洋放出の現状
３．除染土の復興再生利用・福島県外最終処分
４．帰還困難区域での「活動自由化」

→課題が解決するのではなく、増えていく状況。避難者のみ
なさんの困難も改善されない。原発事故は2度と起こしては
いけない。その最大の保障である「原発ゼロ」の実現にむけ、
力をあわせましょう。

2
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3
資源エネルギー庁ホームページより ＊このイラストは各号機の状態を表したものではありません。

１．事故を起こした福島第一原発の廃炉作業の現状

廃炉作業の主な柱
(1)燃料デブリを取り
出す
(2)燃料プールから使
用済み燃料等を取り
出す
(3)汚染水対策

4
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(1)燃料デブリを取り出す

5

①2号機での試験的取り出し（2回計0.88g）

②3号機での大規模な取り出し
→2030年代初頭の予定から2037年度以降に変更した。

(2)燃料プールから使用済み燃料等を取り出す

6

●1～6号機すべての燃料を、2031年内に取り出す計画。

＜1号機＞ガレキ撤去の作業中。2027年度～2028年度に
取り出し開始。
＜2号機＞燃料取り出し設備の設置作業中。2024年度～
2026年度に取り出し開始。
＜5号機＞1,542体のうち、22体取り出し完了。
＜6号機＞1,884体のうち、1,456体取り出し完了。
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(3)高線量土のうの回収作業について

7

・土のうの総
量は41.5トン。
・表面線量は
1時間あたり
最大4,400ミリ
シーベルト。
・今年3月に
作業に着手し
たが、障害物
の撤去作業が
必要になり、
終了期限を、
2026年度～
2027年度から、
2028年度以降
に変更した。

(4)廃炉計画の見直しは不可避

・国と東京電力は2011年の事故から30年～40年で（2041年～
2051年までに）廃炉を完了させるという「中長期ロードマッ
プ」を決定しています。しかし、その計画は遅れており、廃炉
の見通しは立っていません。
・現在、NDF（原子力損害賠償・廃炉等支援機構）は、福島県
内で「廃炉に関する対話」を開催しています。その中で「30年
～40年で廃炉にできるのか」という質問に対し、「技術的根拠
をもって30年～40年で終わるとは言えない」「来年いっぱいで
技術的見通しをふまえ線を引く」などと回答しました。「中長
期ロードマップ」の見直しは避けられません。

8
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2．2年が経過したALPS処理水海洋放出

9

(1)10月6日開催学習会の柴崎直明福島大学教授の「まとめ」
１）2023年8月24日から「処理水」の海洋放出が強行され，現時
点で15回目の放出が実施されている．
２）2025年8月25日までの累計処理水放出量は109,778m に達する
が，この間に約54,000 m の新たな汚染水が発生している．
３）放出回ごとに「処理水」のトリチウム濃度は上昇し，希釈後
のトリチウム濃度と海域のトリチウム濃度は上昇している．
４）汚染水は現在でも日々増加しており，これが海洋放出問題の
根本的な原因となっている．
５）国と東電は，抜本的な汚染水発生量削減のために，原発団研
が提案した広域遮水壁と集水井＋水抜きボーリングによる対策を
実施すべきである．

(2)処理水設備の腐食相次ぐ(2025年1月27日付「福島民報」）

10

放射性物質の濃度確認用タンクに続き、処理水を薄める海水移送配管でも複数の腐食が
見つかった。海水を希釈設備に送る配管につながった空気抜き用の配管と海水の流量を測
る配管で、いずれもステンレス製。計12か所の継手部分すべてで腐食が起き、最大で厚さ
16mmのうち15.5mmまですすんでいた。1か月程度かけて補修する。
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11

(3)ＨＩＣ保管容量の見通しについて
（2024年12月16日、第115回特定原子力施設監視・評価検討会資料より）

・ＨＩＣは毎月14基ペースで増えている。 2024年4月時点では、4576基の95％まで埋まってい
た。安定化処理設備（スラリーの抜出、脱水装置）の運用・処理開始は2028年度に延期。

3.除染土の復興再生利用、県外最終処分

12

(1)おもな経過
●2011年8月30日 「放射性物質汚染対処特別措置法」の公布・施行（一部除く）
「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放
射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」
●2011年11月11日 上記「特別措置法基本方針」を閣議決定。減容化、再生利用、中間貯蔵を明記。
●2014年9月 福島県が中間貯蔵施設の建設受け入れを容認した。
●2014年11月17日 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法（改正ＪＥＳＣＯ法）成立。同年12月施行。
「第3条 国は・・・・・中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な
措置を講ずるものとする」
●2014年12月 大熊町が中間貯蔵施設の建設受け入れを容認した。
●2015年1月 双葉町が中間貯蔵施設の建設受け入れを容認した。
●2015年2月25日 中間貯蔵施設の周辺地域の安全確保等に関する協定書（福島県、大熊町、双葉町、
環境省）
●2024年12月 「福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等推進会議」を設置
（内閣官房長官が責任者。内閣総理大臣を除くすべての国務大臣で構成）。
●2025年5月「福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等の推進に関する基本方
針」を決定。
●2025年8月「福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた復興再生利用等の推進に関する
ロードマップ」を決定。
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13

(2）政府方針について
・原発事故後の除染により、大量の土壌（除去土壌）が発生した。その土壌
は大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設に運ばれ、保管している。その量
は約1400万 で、東京ドーム11杯分。
・法律で定められた、中間貯蔵後30年以内（2045年3月まで）の県外最終処
分の実現のために、比較的放射能濃度の低い除去土壌を適切な管理の下で利
用する「復興再生利用」をすすめる。その基準は「放射能濃度1㎏あたり
8000ベクレル以下」。除去土壌約1400万 のうち、約4分の3を「復興再生利
用」し、残りの4分の1を「県外最終処分」する。
・最も被ばくを受ける工事中の作業者の被ばく線量が、国際的な基準として
定められている公衆の線量限度「年間1ミリシーベルト以下」となるように実
施するため、放射能濃度の基準を「1㎏あたり8000ベクレル以下」とした。
・復興再生利用は、7月に首相官邸の前庭で、9月には東京・霞が関の中央省
庁の花壇など9か所で実施された。今後、地方の出先機関、公共工事での土地
造成や盛り土、埋め立てなどへの活用、民間工事での事例創出をめざす。

14

(3)４つの問題点
①県民、国民の中に、さまざまな疑問、不安があり、合意ができていないに
もかかわらず、政府方針を強行しようとしているという施策のすすめ方に大
きな問題がある。
②除去土壌については、原発事故の当事者である経済産業省と東京電力が責
任を果たしていない。また環境省が事業者と規制者の両方の役割もっている
ことも問題。放射性物質の取扱いに関するＩＡＥＡ基準（規制機能の事業実
施機能からの独立）から逸脱している。
③放射性物質を集中管理ではなく、全国に拡散させる「復興再生利用」とい
うやり方に問題がある。
④「復興再生利用」の基準を原子炉等規制法の100ベクレル以下（原発から
出た放射性廃棄物について、自由な再利用を認める「クリアランス制度」）
ではなく、8000ベクレル以下としており、2重基準になっている。
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4.帰還困難区域の「活動自由化」

15

・帰還困難区域の面積
７市町村に約337 

・各市町村の面積に占める
帰還困難区域の割合

＜双葉町＞９５％
＜浪江町＞８０％
＜大熊町＞６２％
＜葛尾村＞１９％
＜富岡町＞１２％
＜南相馬市＞６％
＜飯舘村＞ ５％

・「特定復興再生拠点区域」設け避難指示解除
双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、
葛尾村

・避難指示解除へ「特定帰還居住区域」認可
大熊町、双葉町、浪江町、富岡町、南相馬市

16

・6月3日の自公与党による「東日本大震災 復興加速化のための第14次提
言」をうけ、6月20日、石破内閣が「『第2期復興・創生期間』以降におけ
る東日本大震災からの復興の基本方針」を閣議決定。
・その中で「空間線量率等それぞれの土地の状況や地元地方公共団体の意向
も踏まえ、帰還困難区域において、バリケード等の物理的な防護措置を実施
しない立入規制の緩和を行う。また、住民が日々の暮らしを送る中で里山の
恵みを享受できるよう、森林整備の再開を始め、「区域から個人へ」という
考え方の下で、安全確保を大前提とした活動の自由化等、住民等の今後の活
動の在り方について検討する」と記述。

→避難者のみなさんなどから、「これ以上、帰還困難区域の除染はしないと
いう方針」「被ばくを個人の責任にするもの」「棄民政策ではないか」など、
不安や怒りの声が広がっている。
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未来は変えられる ー 原発ゼロと住民本位の福島復興をめざす大運動 

～3.11 から 15 年 再エネ転換でいのちとくらしがまもられる社会へ～ 

行 動 提 起

2025 年 11 月 8日(土) 

原発をなくす全国連絡会 

１．大運動の意義 

東京電力福島第一原発事故から来年３月で 15 年を迎えます。今なお続く原発事故

からの復興は、これまでの災害復興では経験しえない放射能汚染被害からの復興であ

り、時間的、空間的、経済的、そして地域コミュニティそのものが壊され、その地に

戻り暮らすことさえも困難をきたす、きわめて異質な被害です。 

こうした現状に目を背け、原発事故などなかったかのように原発推進へ舵をきった

政府の姿勢とエネルギー政策を問い、原発事故被害の現状から、私たちはどんな未来

を選択するのか、15年目を迎えるにあたって、「未来は変えられるー原発ゼロと住民

本位の福島復興をめざす大運動～3.11 から 15 年 再エネ転換でいのちとくらしがま

もられる社会へ～」を提起します。 

２．獲得目標 

 1)東京電力福島第一原発事故から 15 年経った福島の今を共有・連帯し、原発再稼働・

新増設を許さない全国各地の運動と力を合わせ、原発ゼロの運動を前進させること 

 2)原発推進の社会的不正義性を明らかにし、原発事故は国と東電の責任であることを

ただし、住民本位の福島復興をすすめること 

 3)原発依存のエネルギー政策を問い、安全・安価でクリーンな再生可能エネルギーへ

の転換を呼びかけ、国民的議論を広げること 

３．とりくみの具体化 

1)期間 2025 年 11 月～2026 年 10 月 

 2)おもな課題 

   ①署名の推進：「原発ゼロと再生可能エネルギーへの転換をもとめる請願署名」

を来年 10月までに 50万を目標にとりくむ 

   ②福島の今の共有：被災地の視察・懇談 

③被災地の運動への連帯(津島訴訟・海洋放出訴訟等) 

     ④福島と全国各地の原発ゼロをめざす運動を結びつけるキャラバン行動 

   ⑤宣伝グッズの作成（署名チラシ・のぼり・プラスター） 

   ⑥院内集会（署名提出・政府交渉） 第１回：2/12(木)・第２回：10 月 

   ⑦3/7(土)脱原発大集会（代々木公園）※１万人目標 

   ⑧映画等の上映運動 

  3)財政 目標 300 万円 

４．ふくしま大集会の開催 

   日時：8月 30 日(日)午後 

   場所：パルセいいざか（福島市内） 

   規模：2000 人(室内集会) 
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「3.11 から 15 年 原発ゼロ」グッズ注文用紙 

名前(団体名)                           

送付先住所                            

連絡先(℡＆mail)                         

送金日   月  日   送金者名               

 ポスター（Ａ３サイズ）  １５０円 

 のぼり（1600×500）     ８００円 

 横断幕（700×2000）   １７００円 

ポスター   枚   円

のぼり    枚   円

横断幕   枚   円

合 計   円

※着払いでお送りします 

注文先 原発をなくす全国連絡会 

℡ 03-5842-6451  Fax 03-5842-6460 

mail no-nukes@min-iren.gr.jp 
■振込先 中央労働金庫本店営業部(普) 3868464 原発をなくす全国連絡会
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